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東京都におられる東 大震鰻
麟

購
著資 ヘ

平成23年 7月 26日 時点

東日本大震災で被災された皆様にIま、心よりお見舞い申し上Iザます。

総務省東京行政評価事務所では、行政に関するいろいろな問い合わせや要望な

どを受け付けております。

また、裏面以降のような支援措置を講じている関係機関等と協力して被災者の

救済支援を行いますので、お困りになつていることがありましたらこどうぞお気

軽に御利用ください。

◆来所による相談受付 :平 日の 8:30γ17:30

住F~f:東京都新宿区百人町3-2878 新宿地方合同庁舎2階

東京行政評価事務所 (行政相談受付窓口)

◆電話による相談受付 : 平日の 8:30～17:00 0570-090110
(常設の行政相談専用電話、要通話料)

(注)上 記以外の時間帯は留守番電話による対応となります。

◆FAXに よる相談受付103-5331-1761
(常設の行政相談専用 FAX、 要通話料)

◆メニルによる相談受付1 110tokyoOsoumu.go.jp

各種手続きの「問い合わせ先の電話番号がわからない」場合等も

ご相談くださしヽ

お問い合わせ先

総務省東京行政評価事務所行政相談課

電 話 103-3363-1100
FAX103-5331-1761

萎  仁鬱   攀



趨鐵蝿働覇踏韓
'へ

、ど曲暴轟縄報をど鍵供≪爾趨むヽ。

選鐵輔鐘轟儘載懇ゝ曲囃摯議聯轄か儡塞載ざ畿鞣慇知暴せ警
舞轟けできるよう1ご蹴攀載す。
翌 畿付爾鑢時1麟|な ど騨移≪減中避灘先礫藩覇村へ隷爾懇ゝ塞抑壁<だ墓準ゝ場

⑬ 琥鶴してしヽ鐘越く驚轍
幸畿毬、壼奪霧醸、性爾
金警難輔轟薩講
中離難発 〔避難所も選人宅等}

◎ 麟蠅犠越
争見舞金等鍛等種緒彎痒達轟
・睡轟鍵錢羅蒙証蒔再発:毒

・職争課餞務の罐彙 む翻予 摯鰹眼延憂等の瑾:舗 など

欠

寵

ゝ錮田機菫

総 務 省

【董艤量難警鸞輔シスサム濃

{灘機亀i

食粋由のみ盤Abて く質書い.

【億難発等:こ:轟する情灘鍵醍書聾】

襦磯滞熱聯―ド 會奪甘議・―

「

麟攀輯 繊

嶺〕 鐵難尭中町村に滋いで、碗篭書場を僣すこと.

彗〕 機餞りいてはマ畿継躍難羅で島藩在撃鋳TL(置鐘麓籠軒付極封篠、そ瀞麟織舗報機襲鮮轟つた蝶豊1■:亀 1翻酸無簾町輌彗盤風 s

【鷺ム情報の戦1撤い:=醸 す轟轟意涯
私は=窯闘寧大露策等:へ鋳封轟:こ 議驚す轟亀熟,難難先1雛町村.畿難豊機饉府:轟

iを 置鸞元難●:購1元市町斡響尋選轟脅菫畿朧へ轟臨に

した惜鑢奪鐘餞す各ことに自議します春
等鷲  奪  農  露  〔彙亀》

〈書鐵7騨の機営》確懃鵜:時 i平成  難  農  襲  t難雛鑽縫亀:》

器 螂 魯強奪農覇 機薩難罵議彎封にお:オる鐘議 〔鏡鷺驚1裏驚健鶴てtゝ驚鐘雨〕

t心 りがな} 曖・ 充 瀑躍 `平

年  月  爾

鍋

市
　
　
　
町
　
村

懸

幸饗靱け義よ雫T毬電鋼爾 軸 節誕馴障ヽ 町ヽ響疑豫

書 勢

Wゞンシ冨レ `下 バート義驚手鰯機穫機 }

[譲寧》

脚

露 驚

彗 霊難豊:(菫鐘鸞又:よ轟∴宅等】書購在饉
機畿雛:免曲亀称 式1菫議曝露

:ま鷺人宅等)

摯塾醸麟難撫 lξおけ鶴

難蓬灘織鋼

栽籍敬睦麟卦 鮨懺審等 壷像

灘 して饉轟 壼受け碁こと:ぎ

彎奮み彗 1趣縄彙代最 優 i

農ぎ鑽轟義 轟

糠

進

鑽

熱

市

轟
:構鱗曇疇 )

椰

町
　

村

市町機霜:よ 雫T書鐙騎

t撥寵都市曲鷹.町、寧等 }

警 毒

事虞  筆  灘  霊 饉籍発代妻構で
轟碁 。 ない

攀豊鑢盤議灘 :こ 轟け亀

露蓬轟了圏暴}

ι濾轟鬼鷲懸警母

'

甲鱗  難  薄  購

織|こ 曇鐵穐撃斑轄鯉職ユ懸警骨嘗Tし も`

蠅奇:Itt F01警 靭入



事業主・中小企業

年金・社会保険

自動車

その他

次目

1

1

2

4
5

7

9

9

11

12

13

14

15

避難者情報・安否確認

暮らし ・ … … ・

住まい  ・・・・・・

医療・健康等 二・ お

ヒ  ・ ・ ・ ・ ・ ,

仕事・雇用 ・ 0・ ・

農林水産業 ・・・・



《 総 》

Ql 親戚や友人の家に一時的に避難している。支援を受けるために、まずどのような手続き

をすれば良い力、

金 避難先の市町村に、現在の所在地・連絡先、避難前の住所等をお知らせくださしゝ 避難前に

お住まいになっていた    軸 らゝ、り災 0被醐 、国民健康保険、義援金の支払いなど

の手続きについ    まできるようになります 様割譲参購 。

0 また、福島県双葉郡にお住まいになつていた方については、『福島県双葉郡支援センター

lTEL 1 0120■ 06-865)』 でも御連絡を受け付けていま丸

Q2 り災証明書・被災証明書と1珈 、発行してもらうにはどうすれば良い力ゝ

「り災証明書」は、家屋が震災の被害にあつたことを証明するもので丸 発行に当たつては

市ETl・llこより被害状況確認のための調査が行われま丸

公営住宅等への入居申請、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種の融資の申請、損害保

険の支払請求などに必要となる場合がありま九

◆ り災証明書は家屋の被害についての証明書類ですが、家屋以外の家財、車、店舗、工場等に

ついて被害を受けたことを測 赫ミ証明するものが「被災証明書」観

◆ り災証明書、被災証明書とも、申請には印鑑、本人確認ができるもの     、被害状況

の写真などが必要とされていますが、被災状況に配慮して市障訃押畔J断で申請が簡略化されて

いる場合もありますしまた「り災証明書」の発行には現地調査のため数日を要する場合もあり

ますが、「被災証明割 は即日発行している市町村がほとんどで九

◆ 詳しくは、避難前にお住まいになっていた市町村窓口にお問い合わせくださし、

◆ 福島県内の各市町村では、①原子力災害に伴う警戒区域 鬱Okm圏内)、 ②計画的避難区域又

は緊急時避難準備区域に住居があるため、家屋や家財の被害を確認できない場合については、
「り災証明書」は発行できなくても「被災証明書」は発行しておりま九

◆ 原発事故により避難されている被災者の方については、本来「り災証明書」が必要とされる

措置 (例えば公営住宅への入居や国民年金保険料の免闊 であっても、「被災証明書」で代

用できるよう各機関・自治体等において柔軟に対応しておりますので、各種措置の実施機関に

群目談くださし、

◆ 岩手県、宮城県及び福島県では、避難所に入所されている方の名簿等を、ホームページで公

表していますしまた、岩手県及び福島県では、お電話での問い合わせ窓口も設置されていま丸

○ 岩手県 lTEL 1 019-629-6911)

○ 福島県 傷L:0120-006-865)

※ 官城県の避難者情報ダイヤル|ま 4月 28日 をもつて受付を終了しました。今後のお問い合わせは、各市町

Q2-1 原発事故のため遠方に避難しており、家屋の現況が不明。り災証明は申請できる力、

《 運難 癬 覇・瓢翻 撤 》

Q3 家族や知人がどこに避難しているか知りたし、安否について確認したしヽ



I・llこお願いいたしま丸

奪 岩手県警t宮城県警及び福島県警では行方不明者相談ダイヤルを設置し、行方不明の方の安

否確認を行つていま九

〇 岩手県警 tTEL:0120-‐ 801-471)

0篭
=裁

茂躇許罐蒙 lTL:022-221-2000)

○ 福島県警 tTEL:01加巧1卜186)

《 暮らし》

Q4 当面の生活費について貸付を受けたしヽ

①
`螢

冒瞥躍轟瀑難捕J度

震災で被災し所定の要件に合致する世帯に対し、当座の生活費について無利子で資金の貸付

け 帥 限度額醐 10万円以内、特別な場合キ琵0万円以内)が行われていま九

詳しくは、東京都社会福祉協議会福祉資金部 (ЩL:03-3268-7173)に お問い合わせくださしヽ

②       J度
◆ 厚生年金保険、国民年金又は労災保険の年金を受給されている方に対し、現在年金を受け

取られている銀行、信用金庫等の店舗が窓口となり、年金受給権を担保に小口資金の貸付け

が行われていま九

詳しくは、独立行政法人福観剰劇難韓肌 :0120-3438-65)に お問い合わせくださしヽ

撥 恩給、共済年金及び災害補償年金を受給されている方に対し、小口資金の貸付けが行われ

ていま九

詳しくは、株式会社日本政策金融公庫 (圃L:0120-154-505、 土・日・祝日0120-220-353)

におFnlし 雄洋だくださしヽ

① 被躍牲指爾彗等金 0鶴輔

肇 岩手県、福島県、青森県、宮城県、茨城県、千葉県及び栃本県の各県全域において、住宅

の被害の状況が以下に該当する世帯に対して、当該被災世帯からの申請により、生活必需品

等の購入、住宅の改築補修や賃貸住宅の家賃等のための経費として、 i)住宅の被害程度に

応じた基礎支援金 60万円から100万円)t五 )住宅の再建方法に応じた加算支援金
・
修0万円

から200万円)が支給されま丸

(1)住宅が「D」 した世帯

(2)住宅が半壊、又|ま住宅の敷地に被害が生じ、その住宅― を得ず解体した世帯

(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

(4)住宅力畔機:し、      締 わなけれ}薄粥け
~る

ことが困難醐   (大規模半壊世帯)

苺 申請期間は、次のとおりt
i)    :災   日から13カ現以内

五)力暖較援金 :災   日から37カ現以内

◆ 詳しくは、避難前にお住まいになつていた市町村にお問い合わせくださしヽ

◆ 被災者生活再建支援金は、申請の際に指定した振込先口座に入金されますじ今回の震災は

未曾有の災害のため、今後、市町村に申請が殺到することが想定され、―-0にいつまでとは

言えませんが、新潟県中越沖地震にあつては、申請から入金まで概ね 1か月程度の時間を要

していました

Q5 生活を再建するための資金について、どのような公的支援を受けられる力ゝ



② 災害援護資金 (※貸鱒

警 災害により住居や家財に被害を受けたり、世帯主が負傷し二定所得以下の世帯に対して、

最高350万円まで年利3%で融資していま丸

肇 市町村長から震災により著しい被害を受!すた旨の証明を受けた方については、特例として、

償還期間の延長や利率の軽減が図られていま九

議 詳しくは、避難前にお住まいになっていた市町村にお問い合わせくださし、

③ 災害弔慰金・災害障害見舞金 憶給購

驀 震災により亡くなられた方の御遺族に弔慰金を、重度の障害を受けられた方に見舞金を支

給しま`九

〇 災害弔慰金  生計維持者が亡くなられた場合 :500万円

その他の方が亡くなられた場合 :250万円

○ 災害障害見舞金  生計維持者が重度の障害を受けられた場合 :250万円

その他の方が重度の障害を受けられた場合 :120万円

艤 詳しくは、避難前にお住まいになっていた市町村にお問い合わせくださし、

Q6 義援金を受け取るにはどのような手続きが必要力ヽ また、いつ頃受け取れるのた

◆ 義援金にっいては、日本赤十字等で受け付けた義援金と被災都道県の義援金を併せて、被災

都道県に設置された配分委員会で配分額を決定しま九

◆ 第‐次配分の対象と金額は、次のとおりt
① 地震・津波により住家が全壊・半壊した世帯 僣謗頼 :全霧5万円、な ヽ判轟8万円/世榊

②福島第∵原子力発電所から帥血咽 内にある世帯 個論瀬 :35万円/世罰

③ 暇恒配避難因曲 に設定された区域内にある世帯 僣膀瀬 :35万円/世舗

④ 震災により亡くなられた方の御遺族及び行方不明の方の御家族等 輌競顧 :1人当たり35万円)

◆ 県・市町村によつては、独自に金額の        の追加をしている場合がありま九

具体的な金額や対象は避難前にお住ましヽこなつていた市町村におFH5い合わせくださしゝ

◆ また、今後、第二次以降の追加配分も予定されていま九

◆ 申請は世帯主が市町村を通じて行うこととなりますし市町村ごとに必要な手続き、申請書の

様式等が異なる場合がありますので、詳しくは避難前にお住まいになつていた市町村にお問い

合わせくださし、

※ 被害状況の確認等が必要なため、受け取りまでは時間を要することもありま亀

Q7 児童扶養手当や特別児童扶養手当を受:すたし、

◆ 児童扶養手当及び特別児童扶養手当は、原員J、 一定以上の所得がある場合は受給できません

が、この度の震災を受けた制 lj措置として、所得制脚 鴻職 される場合がありま九

華 詳しくは、現在避難されている区市町村にお問い合わせくださレゝ



Q8-1 生活保護を受給したしゝ

Q8-2 原発の影響で自宅に戻ることができないが、自宅等の資産があつても生活保護を受給で

きるの力ゝ

犠 生活保護は、本来の居住地において申請を行うこととされていますが、この度の震災を受け

た特例措置として、本来の居住地を離れて遠方に避難されている場合は、避難先でも申請を行

うことができるようになりました

會 原発事故により遠方に避難されている場合|こついても、申請を行うことができますしその際、

居住地に資産があつても、処分が困難なため、生活保護を受給できる場合がありま丸

◆ 詳しくは、現在避難されている区市町村にお問い合わせくださし、

◆ 住宅を探しておられる方に対して、公営住宅、民間賃貸住宅の議 を提供していま九

◆ 詳しくは、次の出鵬先にお問い合わせくださしヽ

公営住宅 ○被災者向け公営住宅等清報センターCTEL:0120--297-722[9時 ～18日割 )

[全国の公営住宅・民間賃貸住宅の情報を提供中]

○東京都=時提供住宅問い合わせセンター (霊L:03-6812-1200[9時 ～18日割 )

UR住宅 OUR新宿営業センター lIL:03-3347-4330[9時
“

分～18時])

※ 被災者として公営住宅等の一時提供住宅への入居の申込時には①市町村の発行しているり災

証明書又はЭ飼訴地が確認できる   許証等の提示が必要t

◆ 現在、岩手県、宮城県、福島県等で応急仮設住宅の建設が進められておりますじ入居の申込

や詳細な条件等は、被災前にお住まいになつていた市町村にお問い合わせください。また、仮

設住宅入居の着   募集状況等は下記のホームページで公表されておりま九

惨考)国    HP:
辮 、宮城県及び福島県の入居募集状況等について、各県のHPヘリンクしていま丸 )

0応 急仮設住宅の使用期間は原員Jと して2年間ですが、1年ごとに何度でも延長ができるよう

になりました

議 被災地専用フリーダイヤル 「住まいるダイヤルJ(※ )では、被災 した住宅の補

修・再建について、無料の診断・相談を受け付けています。

○ 住まいるダイヤル (TEL:0120-33-712E10時 か ら17時 (日 ・祝 日を除く)])

※ 対象地域は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、新

潟県及び長野県亀

<<住まい 》

Q9 避難先で家を探したいが、どう
｀
すれば良い力ゝ

Q10 避難前の市町村に戻つて仮設住宅に入居したいが、どこに相談すれば良い力ゝ 仮設住宅

はいつ頃完成するの力、

Qll 損壊した自宅を修理したいが、どうしたら良い力ゝ



艤 被災した住宅の再建については次のような支援制度もありま亀

①

住宅が全壊。大規模半襲するなどの被害を受けた世帯に対して、支援金が支給されま九

脚 剛まQ5参購

②応急修理費用

避難場所からの被災者の帰宅促進のため、被災により大規模半壊 0半壊した住宅について、

仮設住宅に入居しない方で、所得・年齢等要件に合致する方を対象に、被災した住宅の居室、

台所、 トイレ等、日常生活に必要な部分の応急修理費用を支給する制度観

詳しくは、避難前にお住まいになっていた市町村にお問い合わせくださし、

③ 災害復興住宅融資

震災により自宅が被害を受:す られた方に対して、被災住宅を復1日するための資金を嚇 ヽ

で融資していま丸

詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせくださし、

○         被災者専用ダイヤル tTEL:0120-086-353)

◆ 震災により土地や建物の権利証 (登記済証・登記識別   口ξ動 を紛失した場合でも、所

有権等の権利を失うことはありません6また、権利証を紛失したからといつて、不動産の売却

等の処分ができなくなることもありませれ

◆ 登記制度についての詳細は、お住まいの地域を管轄する法務局支局又は東京法務局 tTEL:

03巧213-1234(爛 )までおFHDい合わせくださしヽ

◆ 土地・建物のIbllや不動産取引等については、 麟 不動産流通近代化センターの「不動産

相談ホットライン」 臨 :0120-913-241[平目10時～17時])においでも、無料で御相談を受

け付けています (※8月 31日 まで)。

◆ 被災により保険証等を紛失等してしまつた場合、平成23年 6月 末までは医療機関の窓口で氏

名、生年月日、住所又は事業所名等を申し出ることにより保険診療で受診することができまし

たが、7月 二日以降は、医療機関の窓口で保険証の提示が必要となりますL保険証を紛失され

た方は、加入している医療保険の保険者 (   、      、協会けんぽ:共済組合等)

から薇研資調脚翻両ぢざ寸を受けてくブごさしヽ

◆ 詳しくは、国民健康保険についてはお住まいの区市町村に、健康保険については全国健康保

険協会 (協会けん1鱒 東京支部 (翻r o3-5759-8025)に お問い合わせくださしヽ

Q14病院にかかりたいが、お金がなく窓目負担の支払いができなし、

◆ 災害救助法が適用されている被災地域にお住まいの方 (震災後に他の市町村に転入された方

を含楓 )で、以下に該当する方は、当面の間、医療機関の窓口負担が免除されますしなお、

5

Q12 家や土地の権利証をなくしてしまった

《 医療・健康等 》

Q13 震災で保険証をなくしてしまったが、病院で診察してもらえる力ゝ



平成器年 7月 1日 から、窓口負担の免除を受けるためには、窓口で免除証明書の提示が必要と

なっておりまりL

(1)f■
~t/J邁

畔導駐全半焼又はこれに準ずる被災をした方

(2)主たる生計維持者が死亡1/た り、重篤な傷病独 つた方

(3)主たる生計維持者が行方不明である方

(4)主たる生計維持者が業務を廃止・体止した方

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

(6)福島第1・ 第2原発の義脚こ伴い政府の選覇椰R計画的避難          区域に関する指示

の対象となっている方

金 職 3年 7月 1日 んヽらの職 し`

窓口負担の免除を受けるためには、力EAしている医療保険の保険者が発行する「二
部負担金

等の免除証明書」が必要となりま丸 加入している医療保険の保険者 (市町村、健康保険組合、

協会けんlム 共済鑽辞勤 に、免除申請を行つてくださし、 (なお、免除申請の際にiま保険証

が必要となりますので御留意くださし、 )

ただし、①以下の市町村の国保i鋤日入されている方 並びに②岩手県、宮城県及び福島県の

3県の後期高齢者医療制度1劫日入されている方で保険証の住所が以下の市町村の方 については、

被災により免除証明書の交付が困難なため、当分の間、免除証明書は必要ありませれ

肝 県〕宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町

〔鶴麟尋却 |1旺 南

幅島県〕広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村、田

オ捕 、南相馬市

(期 平成器年6月末までの取扱い

医療機関の窓口で、氏名・生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先等を

目頭で伝えることで、窓口負担が免除されておりました

Q14-2 窓口負担が不要なことを知らずに、病院ですでに支払つてしまつたので、お金を返し

てほしし、

0 平成田年6月 末までの間に、窓口負担の免除対象に該当するにも関わらず、窓口負担を支払

った場合、カロ入している健康保険の保険者に還付申請書を提出することにより、支払つた窓口

負担の還付を受けられます (※)。

※ 還付申請書のほか、り災・被災証明書等の免除の要件に該当する事実を確認できる書類、

領収証等を添付する必要がありま丸

0 7月以降に、免除証明書の交付の遅延等のやむを得ない事情により、免除証明書を窓口に提

出することができな力つ た場合についても、上記と同様に還付を申請することができまt
e詳 しくは、力日入している保険囃 者までご相談くださしヽ

Q15 避難先でも介護サービスを受けたしヽ

金 住民票の異動を行わなくても、避難先で必要な介護保険サービスが利用できますLまた、被

災により財産に著しい損害を受けた方は、介護保険サービスの利用者負担料が免除されま丸
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籍 介護保険の被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより提示できな

い場合でも、氏峯、住所、生年月日等を介護事業者にお伝えいただければ、介護サこビスを利

用できま九

金 職 3年17月 1日 からの取扱い

健康保険と同様に、平成器年 7月 1目からは、介護保険の被側険者証の提示が必要となつて

おりますしまた、利用料の免除を受:するためには、市町村が発行する 辱脚料免除証明書」が

必要となります (被災のため免除証明書の交付が困難な市町村では、当面の間、引き続き免除

証明書は不要で丸 )。

お住まいの市町村で被保険者証明の再交付や免除申請の手続きを行ってくださしゝ  (なお、

免除申請の際には被保険者証が必要となりますので御留意くださし、 )

豊 詳しくは、お近くの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターi醐相談くださしヽ

Q16 震災後、不安で気持ちが落ち着かなし、

◆ 被災後、「夜眠れない」「不安で落ち着かない」「震災の時の夢を繰り返し見る」など、こ

ころの健康に対する相談を次の機関がお受けしておりま丸

【東京都こころの健康相談】9時～17時 (休日を除く)

○ 都立中    申保健福祉センターCTEL:03-3302-7711)

(担当地区)港区・新宿区・品川区・目黒区 `大田区。世田谷区・渋谷区・中野区・杉並
‐

区・練馬区

0都 淵 輯剰鋼臓祉センター (硼L:03-3842-0946)

艇喘地区)千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、ラ糊 ||

区、板橋区、足立区、葛飾区、口 |1区及び島しょ部

○ 都立勿撃鶴鋼齢     ンター帆乳 1042-371-5560)

鯉喘地国 市部 (23区・島しよ部脱

"【東京都こころの夜間電話相談】 臨 103-5155-5028)17難争V21騰熱0分 (毎日)

◆ 個う 日本臨薦醒 士会が「東日本大震災心の相談電話 総3…■813-9960[19時 から21時、水

・土・日曜l測

～
q)を開設しており、臨床心理士がご相談に応じておりま丸

◆ また、被災した子どもたちの心の悩みや不安については、チャイルドライン lTEL:0120-99-

7777[16時から21時])、 子どもの人権110番 (硼L:0120哺07-110)及び全国の児童相談所

tTEL:0570-064--000※全郵壕諄瞥やL/1でも相談を受け付けていま丸

◆ 全国各地で放射線量を測定しており、文部科学省のホームページや各都道府県のホームペー

ジ等で、随時公表していま丸

0致喘悧障省HP                          「23.htm

《 麗 雌 》

Q17 自分の住んでいる地域鴻は、放射線がどれくらく鸞 Jされているか知りたしヽ



Q18 原発事故による放射線の身体への影響について相談したい。

織原発事故に伴う健康についての珈 談は、地域の保健所においてお受けしておりますと放射線

による健康不安のある方はお住まいの地域の保健所までご相談くださし、

金また、次の窓口でも放射線に関する健康相談を行つておりま丸

0文部科学省原子力災害対策支援本部

【健康相談ホットライン1 飢 :0120-755-199[9時 から21鴫1)

○独   局 鯛 測 碧 聴 舗 眈 所

【被ばく    目談ホットラインl lTEL:043-290-4003[9時 から21嘲 )

Q19 報道されている放射能、放射線の単位がいろいろあつてよく分からなしゝ

豊 「放射能Jと は、物質が放射線を出す能力を持っているという意味で、その能力の大きさは

「ベクレル」という単位で表記されますL lベクレルとは、1秒FH5に 1回の放射線を出してい

ることを言いま九

しかし放射線には複数の種類 (アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線など)力 あ`り、

種類によつて人体に対する影響の強さが大きく異なりますLそこで、放射線の種類ごとに人体

に与える影響の強さを換算し、人体に与える影響を総合的に評価する尺度 (被ばく量め として

設けられたのが「シーベルトJという単位t
報道などでよく使われている Fミ リシーベルト」とはシー√やレトの1000分の 1、 「マイクロ

シーベルト」とはミリシーベルトのさらに1000分の1の強さをいいますこ=般
によく「各地の

放射線計測値」として報道されているのは「マイクロシーベルト/毎時」のことで、「́そこに

1時間じつとしていたら何マイクロシーベルトの   を浴びる力電を意味していま丸

憾

「

放射線医学総合研究所によると、人は1年間に1.5ミ リシ∵ベルト (日本人平均)の放

射線を自然界から常に浴びているそうですしまた放射線が原因でガンを発症・死亡する確率が

高まるのは、自然界からの放射線と}灘拙こ100ミ リシーベルト以上の放射線を被ばくした場合で

あり、それ未満の被ばく量ではガンの発症・死亡確率が高まるかどうかまだ証拠がないとされ

ていますじ 腿 の放射線の健康への影響については諸説あり、まだ科学的に解明されていま

も 、 )

Q20 原発事故により避難を余儀なくされたためt生活に著しい損害が生じている。

苺 福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難や屋内退避等が指示された地域にお住まいの方に
ついて、東京電力では、世帯単位で避難に係る費用の一部を「仮払補償金Jと してお支払する

こととしています (1世帯当たり100万円、単身世帯の辮 5万円)。

(※ 農林水産業に係る損害についてはQ26を、事業に係る損害についてはQ30を御参照くださしヽ )

◆ 仮払補償金請求書の用紙は、避難所等において西飾 されていますが、御希望に応じて郵送も

行つていまυ
九

◆ 請求書の郵送の御希望や記入方法に関する質問等は、東京電力「福島原子力補償相談室J

tTEL:0120-926-404、 [9時から21時ま」 )までお問い合わせくださし、
◆ 書類送付先 :〒 105-8730 東京都千代田区内幸町1丁目1番 3号

郵便義細お羅翠塑談灘F利書箱78号



《 憾纂・翻 》

Q21 働いていた事業所が被災したために、体業・離職せぎるを得なくなっ亀 また、賃金や

退職金も未払いである。

議 事業所が被災に伴い事業が体止・廃止されたため働くことができない方は、実際に離職して

いなくても失業給付が受給できる場合がありますしまた、勤めていた会社が倒産して給料や退

職金が支払われない場合には、国が会社に代わつてその一部を立て替え払いする制度がありま

丸

惨 詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせくださし、

帽諾初のハローワークについて:滋0ページを御参照くださし、 )

Q22 震災で仕事を失つてしまったので、新たに仕事を探したし、

◆ 全国のハローワークで「震災翻 ljl目談窓口」を設置し、被災者の方から仕事に関する御相談

を受け付けていますょ避難先での一時的な仕事に'Dいても御相談に応じま丸

◆ 震災により離職した方が、再就職のための技能や知識を身に付ける必要がある場合、無料で

職渫ヨ1練を受けることができま丸 。

◆ また、震災の影響で内定先への就職が難しくなつた学生の方からの御相談についても、受け

付けていま丸

◆ 御相談は、最寄りのハローワークな飾 lRく ださしゝ

撮寄りのハローワークについて1盤0ページを御参照くださし、 )

Q23 仕事中に被災し、労災保険の請求をしたいが、証明書が入手できなし、

◆ 労災診療や体業補償の請求に当たって、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がな

くても請求することができまt
◆ 詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせくださし、

撮寄りの労働基準監督署について1盤 1ページを御参照くださし、 )

《 農林水産業 >>

Q24 地震や津波で被害を受けたが、農地・施設の復1日や経営再建のために、どのような支援

を受けられる力ゝ

◆ 被災した農地や農業施設の復 1日 に当たりt国又は地方公共団体が災害復1日事業を実施しま丸

災害復1日 の迅速化に向|すて手続きの簡素化や、二次災害ll■lLのために災害査定を待たずに工事

に着手できる査定前着工を行つていま丸

◆ 農林水産省で |ま 、農林水産業被害に関す る被害に関す るフ リーダイヤル (TEL:

0120-355-567)を設置 し、御相談を受け付けています。

金 日本政策金融公庫では、被災された農林漁業者や食品産業者等を対象に農林漁業セ∵フティ

ーネット資金の利用や融資及び返済についての相談窓口を設置していま九
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書 詳しくは、日本政策金融公庫 飢 :0120……154-505[平 日9時から19時]、 電F0120-926-

478 [体園9時から17日割 )にお問い合わせくださし、

Q25 原発事故による農産物・水産物の出荷怖1限、風評被害等による損害について、補償を受

けられない力ゝ

金 農家の方々に対する補償の範囲については、 二原子力損害の賠償に関する1留判 i騨 き、

今後、原子力損害賠償紛争審査会が定める原子力損害の範囲の判定の榊 理款づいて判断され

ることとされていま九

◆ 現在、上記の審査会が定めた「原子力損害の範囲の判定等に関する第     に基づき、

東京電力では、政府による出荷制限指示や地方公共団体による出荷自粛要請に係る損害等につ

いて、仮払補償金の受付を行つていま九

請求の手続きは関係団体で取りまとめて行いますので、所属しているJAや漁協等べお問い

合わせくださし、なお、個別に請求される方は、東京電力 福島原子力補償相談室 lTEL:0120-

926-404[9時から21目割)までお問い合わせくださし、

金 第‐次指針で対象外とされた風評被害等の損害についても、今後検討することとされていま

すので、損害状況を確認できるよう、次のような資料があれ|ミ 弓|き続き保管していただきま

すようお願いいたしま丸

(1)各種資材等の購入に係る領収書や購入伝票

(2)     に至らなかった農作物 0飼料の数量等を明ら力ヽこできる作業日誌

(3)農畜産物に係る過去の生産量の記録、納品台帳、出荷伝票、回収・処分した場合の領収書

0 1家畜の能力を   明詢 叢 管理に係る論

(5)納税関係書類    算書等)

(6)1見況を

Q26 営農を再開できるようになるまで、どうやつて生計を立てたら良いの力ゝ

苺 地震・津波の被害に係る災害復旧事業の作業員として、被災農家の方々を積極的に雇用する

こととしていま九

犠 全国農業会議所・全国新規就農相談センターでは、震災の被災者の方々を積極的に雇用した

い農業法人等を募集し、被災者の方の御希望 (稲作、酪農等といつた経営形態や住居施設の有

無等)に沿つた求大購報を提供していま丸

○ 全国農難舗新万 4TEL:03-6910-1121)

0 全国新規就農センター 佃比 :03■910-1126、                      )

Q27 平成23年度の農業者戸局卿豫許擁締J度の加入申請期限1饉 されるの力ゝ

◆ 農業者戸別所得補償制度とは1がんばる農家を支えることを通じて、「食」と「地域Jの再

生とともに、食料自給率を向上させる取組で九

肇 力日入申請期限lお月30日 ですが、東日本大震災等の被災地について1瀾月31日 まで期限が延長

されておりま九

◆ 期限延長の対象地域は、岩手県、宮城県t福島県、茨城県及び千葉県の5県の全域、青森県
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八戸市おいらせ町並びに長野県栄貯↑九

警 御相談はお近くの農政局または農政事務所までお問い合わせくださレヽ

0120-38--3786(平 日9時から17日勤

《 事業主・中小企業 >>

Q28 中珂   を対象とした支援制度にはどのようなものがあるれ どこに相談したら良い力、

◆ 公的金融機関 (日本政策金融公庫・商工組合中央金庫)での借入や民間金融機関での借入に

ついて、各種の支援飾1度があります。民間金融機関での借入については、保証協会による保証

を付けることもできま九

警 公的金融機関での借入等について|ま、次の窓口までお問い合わせくださし、

○ 曰利 撫 鍬 鱗

TEL:0120-154-505[平 日9時から19嘲 、TEL:0120-327-790[休 日9時から17嘲

○ 商工組合中央金庫

電L10120-079-366 [平 日9時から19眠¶、TEL:0120-542-711[4ぶ 日9日寺力ゝら17眠硼

◆ どのような施策があるか詳しく知りたい、又はどこに相談したら良いか分からない場合、中

小企業電話相談ナビダイヤル lTEL 1 0570-064-350※ )までお問い合わせくださし、

(※全国共通の番号ですとお近くの経済産業局につながりま九 )

Q29 震災の影響で材料や部品の調達等が困難になり、事業を織Rざ るを得なくなったが、

従業員の解雇}ませずにできる限り雇用を維持したしЪ

◆ 震災の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、労働者の雇用を維持する

ために体業等をした場合、1人 1日 当たり7,505円を上限として、休業手当等の負担相当額の3

分の2(中小企業の場合は5分の4)カミ助成されま九

ただし、事業所の倒壊や設備の損壊等、地震・津波め直接的な被害によるもの、避難勧告や

避難指示等t法令上の制限による体業の場合は、雇用保険の特例措置により従業員が離職して

いなくても失業手当が支給されますので、体業手当等に対する助成は対象外となります (Q22

参照)。

◆ 詳しくは、最寄りのハローワークまで御相談くださレヽ

撮寄りのハローワークについてl盤0ページを御参照くださしヽ )

肇 現在t原子力損害賠償紛争審査会が定めた「原子力損害の範囲の判定等に関する第丁次指

金旬 に基づき、東京電力では、避難区域内で事業 (製造業、建設業、販売業、サービス業、運

送業その他の事業丁般)を営んでいた方に対して、営業不能による減収や事業所の移転費用等

に係る営業損害についての仮払補償金の支払いを行うていまt
◆ 請求の手続きは、仮払補償金請求書に必要書類 (決算書又は確定申告書等)を添付し、東京

電力に直接送付してください。    団体等で請求の取りまとめを行っている場合がありま

すので、所属団体等に御確認くださしヽ )

11                                       ~

Q30事業所が避難区域内にあるため、体業や事業所の移転等で損害が生じている。



畿 請求書用紙の郵送の御希望や記入方法に関する御質問等は、東京電力「福島原子力補償相談

蜘  tTEL 1 0120-926T404、 [9時から21時まで])までお問い合わせくださしヽ

中 書類送付先 :〒 105-8730 ,就恭都千代田区内幸町1丁目1番 3号
支店 私書箱78号

《 年金・社   》

Q31 年金証書 0年金手帳雄 してしまつたので、再交付してほしし、

苺 年金証書、年金手帳を紛失した場合は、最寄りの奪金事務所で再交付ができま丸

来所相談が困難な場合は、電話で届出用紙の送付受付も行つていま丸

犠 詳しくは、市町村の国民年金担当窓日、日本年金機構の被災者専用フリーダイヤル lTEL:

0120-707-118(平日9時から17嘲 )又は最寄りの年金事務所にお問い合わせくださし、

瞬躇醐ゆ午金事務所について1盤2ページを御参照くださし、 )

Q32 遺族年金や老齢年金の請求をしたいが、役場が機能していないので戸籍や住民票等の

必要な書類が用意できなし、

◆ 必要な書類がすべてそろつていなくても手続きは行えますので、まずは最寄りの年金事務所

に御相談くださし、その際、御本人の身分を確認できる運転免許証、死亡診断書 (遺族年金の

場合)等があれlま できるだけお持ちくださしヽ

また、震災発生の翌日から3カ現の間行方が分からない方については、御家族の方からの申

立書や第二者の証明書等により、平成器年 3月 11日 に亡くなられたものと推定して遺族年金等

の手続き等を行うことができま丸

金 後日、書類の取得が可能となつた際に、日本年金機構が、可能な限り御本人に代わつて市役

所等から    を   ることとしていま九

議 詳しくは、日本年金機構の被災者専用フリーダイヤル tTEL:0120-707-118(平 日9時から

17日→ )又は最寄りの年金事務所にお間t亀わせくださしヽ

撮寄りの年金事務所についてl髭2ページを御参照くださしヽ )

Q33 国民年金保険料の支払いが困難である。

◆ 住宅や家財等に2分の1以上の損害が生じた方や、原発事故に伴い避難を余儀なくされてい

る方等、一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて国民年金保険料が「特例免除」され

ま丸

0 これまで特例免除の対象は平成23年 2月 分から6月分まで (手続期限は平成閣年 7月 末ま

で)と されておりましたが、免除対象期間は今後さらに延長される予定です (年金機構より発

表されま囀 。なお、既に免除申請を済まされた方も、7月分以降の保険料免除を希望する場

合は、あらためて申請が必要となりますのでご注意くださし、

議 詳しくは、市区町村の国民年金担当窓日、日本年金機構の被災者専用プリーダイヤル (硼L:

0120-707-118(平日9時から17噂 )又は年金事務所にお問い合わせくださしヽ

帽諾門の午金事角所について1盤2ページを御参照くださしヽ )
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Q33-2 事業所が被災し、社会保険料 (健康保険、厚生年金保険等)の支払いが困難である。

警 青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に所在する事業所が納付する社会保険料につい

ては、納付期限が自動的に延長されていますじ延長期間中は社会保険料の国座振替が自動的に

停止されておりま丸

ただし青森県と茨城県については延長期限が7月 29日 (金)に定められました (他の3県は

まだ延長中朝 .期限日以降、両県については社会保険料の口座振替も再開されますL口座

残高が足りなく憔 、口座振替停止の手続きが必要ですので、     聯ここ鉢目談くださしゝ

議 事業所の震災被害が大きく、社会保険料の納付が困難な場合には、納付の猶予が受けられる

可詣性がありますL上記の期限延長対象地域以外の事業所でもt取引先の倒産や風評被害によ

る経営悪化を理由として、納付の猶予が認められる場合がありま九

◆ 被災地域における事業所において、従業員に対する賃金の支払いが著しく困難になっている

場合には、社会保険料の納付の免除が認められることとなりまlノた。また、従業員の給与が著

しく減少した場合、その月から標準報酬月額を改定できるという特例措置も設けられておりま

t
肇 詳しくは、日本年金機構の被災者専用フリーダイヤル lTEL:0120--7鯖 -118(平 日9時から

17時))又は最寄りの年金事務所にお問い合わせくださし、

帽精的の年金事務所について1琵2ページを御参照くださしヽ )

《 職 》

Q34 国税について、減免や申告・納付期限の延長を受けられない力、

◆ 国税の特例措置として、申告等の期限延長、納税の猶予が受けられますLまた、次のような

減免制度がありま九

〇

震災などの災害によつて、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」

に定める雑損控除の方法、「災害免除法Jに定める税金の軽減免除による方法のどちら力漸 11

な方法を選ボことによつて、所得税の全部又は一部減免を受けられますしまた、被災により住

めなくなった住宅も、引き続き所得税の住宅ローン圏除の適用を受けられま丸

嚇 晰 税・員曽輔

震災により被害を受けた方は、特例として相続税・贈与税の課税価格を取得時の時価によら

ず、震災後を基準とした価額によることができま九

〇 自動

震災により被害を受け廃車となつた被災自動車の永久抹消登録等を行つた場合、東日本大震

災の日 (平成器年 3月 11日 )から車検期間満了日までの期間に応じてt自動車重量税の還付を

受けることができます (永久抹消登録についてはQ38参照)。    |
また、被災自動車を買い替えた際、最初に受ける自動車検査証の交付に係る自動車重量税が

免除されま`九

〇登録免許税

被災した建物の建替え等に関して、建物の所有権の保存・移転の登記やその建物の敷地の所

有権の移転の登記について、一定の要件の下、登録免許税が免除されま九

警 制度の詳細や必要な手続き等について、詳しくは最寄りの税務署 (平日8時鉛分から17噂
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にお問い合わせくださし、

撮寄りの税務署についてl盤3ページを御参照くださし、 )

Q35 地方税について、減免や申告・納付期限の延長を受けられない力ゝ

警 地方税についても、市町村や県ごとの判断により、条例に基づいて申告・納付期限が延長さ

れていますLまた、次のような減免制度がありま丸

○ 住民税

所得税と同様にt住民税についても雑損控除による軽減を受けることができますしまた、被

災により住めなくなつた住宅も、引き続き住民税の住宅口…ン控除蠅 用を受けられま丸

0 固定資産税

津波により甚大な被害を受けた地域として市町村長が指定した地域の土地や家屋は、個別の

申請がなくても、職 3年度の固定資   市計画税力潮鰯lされませれ

0働 醜 鶴

被災したため新たに家屋や土地を取得する場合、従前の家屋・土地の面積相当分については、

力潮暇:されませた

O 自動車税等

被災した自動車を買い替えた場合、自動車取得税は課税されませんbまた、平成器年度から

25年度までの各年度分の自動車税・軽自動車税も課税されませれ

金 制度の詳細や必要な手続き等については、避難前にお住まいになっていた県・市町村にお問

し端洋だく ださし、

※ 住民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税については市町村、不動産取得税・自動車

取得税・自動車税については県にお問い合わせくださし、

《 自動車 》

Q36 自動車運転免許証をなくしてしまったので、再交付してほしし、

苺 自動車運転免語証を紛失した場合は、運転免許試験場で再交付を受けられま九

府中運転免    府中市多磨mTB-1-1 綴慰 o42--362-3591)

脚 H        品川区東大井1-12-5 tTEL:03■ 474-1374)

江東帥 1-7-24 4TEL:03-3699-1151)

手続きの際に現在の居住場所 (避難場所)を証明する書類が必要となる場合がありますので、

詳しくl   許試験場にお問い合わせくださし、

Q37 運転免許証の有効醐限が切れてしまうが、更新に行くことができなしゝ

◆ 被災者の方は、自動車運転免許証の更新期限が延長されます3被災地にお住まいの方で、有

効期間の末日が平成器年 3月 11日 以降となつている方は、8月 31日 まで引き続き運転すること

ができますL申請等の手続等は不要ですし詳しくは運転免許センター又は各警察署の交通課に

お問い合わせくださしヽ
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Q38 震災のため使用できなくなった自動車の登録を抹消したし、

畿 震災のため滅夫又醐 できなくなつた自動車について登録を抹消する場合、登録番号が分

からなくても、番号の二部や車種等により自動車が特定できれば手続きができま丸

◆ 実印を紛失したり、印鑑登録証明書が入手できない場合、免許証等の本人確認ができる書面

の提示・署名をもつて代えることができま九

◆ 詳しくは、東京運輸支局の登録ヽルプデスク ITEL 1 050-5340-2030)ま でお問い合わせくだ

さし、

Q39 津波で浸水した自動車をそのまま使用しても大丈夫力、

肇 浸水の状況によつても異なりますが、一度海水が浸水すると、外観上は問題がなさそうな状

態でも電気系統のショマト等による車両火災が発生するおそれがありますので、整備工場で点

検を受けてくださし、

◆ 最寄りの整備工場が分からなく憔 は、各県の自動車整備振興会にお問い合わせくださし、

岩手県自動 019-637-2882 千葉県自動 043-241-7254

自動 022=236-3323 茨物謬肇自重加車墓劉應麹罠興著針 029=248-7000

福島県自動車整備振興会 024-546-3451

《 その他 》

Q4‐0 預金通帳と印鑑をなくしてしまつたが、預金を引き出すことはできる力ゝ

◆ 預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、窓口で運転免許証t健康保険証等の本人であることが

確認できる書類を提示することにより、金融機関で預金の払い戻しを受けることができます

帥 は10万円程度まで。ゆうちょ銀行1覚0万円まつ 。

◆ 本人であることが確認できる書類を紛失してしまつた場合でも、住所 0氏名等の登録師 の

確認により払い戻しを受けられる場合がありま九

◆ 避難先にお取引金融機関の店舗がない場合、他の金融機関で預金の払い戻しを取り扱ってい

るところもありま丸

◆ 詳しくは、お取弓1金融機関や避難先の金融機関にお問い合わせくださしヽ

Q40T2 震災で身内が亡くなり、預金通帳等もないので、取事1先金融機関が分からなくなって

しまった

◆ 全国銀行協会の被災者預金田座照会センターでは、震災で亡くなられた方や行方不明の方の

預金田座がどの銀行にあるのか分からない場合に、ご遺族・ご親族から口座の有無についての

照会を‐括で受け付ける窓口を設置していま丸  lTEL 1 0120-751--557[平 目9時から17時])

◆ 信用金庫、信用組合、農業協同組合 (連合会を含む。)、 漁業協同組合 (同)及び商工組合

中央金庫の預金・貯金田座についても、同センターにおいて照会可能t
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Q41 汚れたり破れてしまつた紙幣は、どうすれば良い力ゝ

織 日本銀行の本店・支店では、お金が破れたり燃えたりした場合、表・裏両面があることを条

件に、次のとおり残存面積蹴 じて引換えを行うていま丸
03分の2以上       → 全額引換え

・5分の2以上、3分の2未満 → 半額引換え

・5分の2未満       → 引換え不可

日本銀行本店 東京都中央区日本橋本石町≫l-1 佃L103-3279--1111)

肇日本銀行の本店。支店以外でも、お近くの金融機関に御相談いただけれlム 汚れた紙幣の交換

l司応じてもらえる場合があります:その際、本人確認を求められる場合がありますので、運転

をお持ちくださし、

Q4‐2           、本人確認ができる書類を紛失してしまったが、住民票の写しの

交付を受けることはできる力ゝ

◆ 住所地の市区町村において、住民票の記載事項や家族構成等の御本人しか知り得ない認 を

口頭で確認する等の方法により住民票の写しを取得できる場合がありま九

◆ 遠方の避難所等に一時的に避難していても、住民票の写しが確実に御本人に511達することが

見込まれる場合には、住所地の市区町村の判断で避難先に写しを送付することも可能織

Q43          については、どこに問い合わせたら良い力ゝ

◆ 保険証券の紛失等のため加入していた保険会社が分からなく滋 は、次の窓口で契約の有無

についての照会を受け付けていま丸

○ 晰 討 験

ll■l日本損          会社照会センター lTEL 1 0120-501331)

○ 齢 糊 験

的 生命保険協会 災害地域生保契約照会センター tTEL:012伊001731)

肇 被災地域にお住まいの方からの申請により、保険料の払い込みが最長で 6カ現猶予されま・九

詳しくは、知 先の保険会社にお問い合わせくださし、

◆ 地震保険、生命保険に関する全般的■隷 談、皆賭等は、次の窓口にお問い合わせくださし、

O fl■l日本損害保険協会 そんがし■まけん相談室 tTEL 1 0120-107808)

(携響卜・PHSか ら|ま 03-3255-1306)

0帽 う生命保険協会    目談所 fTEL:0120-226-026)

埼玉県連絡所 (TEL:04卜 644-5001)

Q4■ 震災で世帯の経済状況が変わったので、急速、奨学金を受けたしヽ

Q44-2 奨学金の返還が困難になつた

金 日本学生支援機構では、被災地に居住する世帯の学生に対する緊急採用奨学金の申請を受け

付けていま丸

議 現在、奨学金を返還中で災害により返還が困難となった場合は1日本学生支援機構に申請す
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ることで返還期限猶予・減額返還ができま九

籍 詳しくは、下記までお問い合わせくださしゝ

O奨学金の申し込み手続き等について →

0奨学金の返還について       →

在学している学校

ロラ将資撞蹴鶏鋳寒CL:0570-43-72鵜 )

※剛シ ニ部の携帯電話から1脚3-6743-61010

Q45 公共料金等について、減免を受けられない力、

警

災害救助法が適用された市町村においてt被害を受けた利用者の方から申出があつた場合に、

電気料金の支払期限の延長、不使用月の電気料金 (基本料金の半額)の免除等を実施していま

すし詳しくは、東JL電カコールセンター lTEL:0120-175-466)又は東京電カカスタマーセンタ

ー lTEL:東京第-0120-995■02、 東京第二〇120--995-006、 多摩0120■95宅62)までお問い合わ

せくださし、

◆

被災による設備故障で電話を利用できなかつた場合、避難指示・避難勧告等によつて電話を

利用できなかつた場合は、その期間の電話サービスの基本料金等を無料としていますふ詳しく

は、NTT東 日本料金お問い合わせ受付センター tTEL:0120-032277)までお問い合わせくだ

さしゝ

◆NHK受信料

被災地域にお住まいでt建物が半壊、半焼又は床上浸水以上の被害援 l■た方、又は避難勧

告、指示、    を継続して 1カ明以上受けている方は、NHKの受信料が半年間 (8月 ま

で)免除されますしNHKが調査により実施しますので、申請等の手続は不要ですじ詳しくは、

NHKふれあいセンター 篠獄0570-077-077、 050-3786-5003)ま でお問い合わせくださしヽ

◆ガス料金

被災地域のガス事業者等では、ガス料金の支払期限の延長、不使用月の基本料金の免除を行

っていま九

詳しくは、お住まいの地域のガス事業者までお問い合わせくださし■

◆ 岩手、宮城、福島の3県においては、アナログ放送の終了を平成解年 3月 31日 まで延期する

こととなりました。また1被災された世帯や被害を受けた施設等に対する支援制度があります。

◇ チューナーの無償給付

家屋が被害 機 の程度が半壊や床上浸水以上)を受けた             を受

けている世帯に対して、地デジチュ轟島ナーの無償給付を行つていますL申込や詳細については、

次の窓口までお問い合わせくださしヽ

○ 総務省 地デジチ,ューナー支援実施センター

TEL:0570-033-840(ナ ビダイヤノL/1

044-969-5425仕記|ナビク ヤノ哺輝J用できない場合)

◇ 共同受信施設の復1日支援

震災によリアパートやマンシヨン等の共同受信施設が被害を受けた場合に、地デジ対応に必
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Q46 震災のため地止デジタル放送化への対応が困難になつ亀



要な復 1日費用等を助成しています。詳しくは次の窓口までお問い合わせくださし、

○ 総務省 テレビ受信者支援センター (デジサポ) 助成金相談窓口

電L・ :0570-093-724(ナ ビダイヤノL/1

03-5623-3121帥ナビダイヤノL/4輝J用できない場合)         t
艤 上記の他、地デジに関する全般的な御相談|ま、総務省テレビ受信者支援センタニ

(デジサ

ポ)にお問い合わせくださレゝ

○ 総務省 テレビ受信者支援ヤンタニ
(デジサポ)※ ―咄財目談窓口

TEL:0570-07-0101(ナ ビダイヤノ呻

0卜磐34--1111性記ナビダイヤ蘭 輝可用できない場合)

Q47 高   の    について、    を対象とした糊 1朧はある力ヽ

警 6月 20日 (月 )午前0時から、被災者の方が運転又は同乗する車や復興のための物資輸送の

トラックやバスは1東北地方の高速道路 (水戸エリア常磐道を含む。)を無料で通行できるこ

ととなりました

被災者の方が通行する際は、入口・出口ともに一般レーンを通行し、出口で通行券とともに

り災証明書・被災証明書及び運転免許証等の本人確認ができる書面を提示してください (ET
Cレーンを通行した場合、無料になりません。)。

金 なお、上記の措置に伴い、一部のエリアで行われていた無料化社会実験及び休日1,000円の上

限料金制は、6月 20日 (月 )午前0時から一時凍結されました

Q48 新聞報道では、東日本大震災の被災地の規制緩和が取りまとめられたとあるが、どこに

照   ばよい力、

鰺  「東日本大震災に関連した各府省の規制緩和等の細 が取りまとめられたとの新聞報道が

ありますが、これは各府省が被災地において行 うこととしている規飾麟 爾策を取りまとめたも

ので九 詳しくは内閣庸 〒政刷新会議のホームページをご覧くださしヽ

0行 政511新ホームページ http://酬 .caO.goo jp/gyouseisasshin/

(問い合わせ詞い合合わせ先)行政昂J新会議 TEL:03-5253-:新会議 TttL:03-5253-2111

Q49       をする場合には、いつまでに手続きを行えばよい力、

肇 相続人は、お亡くなりになられた方の財産と同時に、その借金等の債務も引き継ぐことにな

りま丸

金 借金等の債務を引き継ぎたくないときは、「相続放棄」の手続きをとることにより、遺産を

放棄する代わりに、債務も引き継がないとすることができますじ (なお、櫛 目続人の借金など

がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等には、相続人が相続によつて得

た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐ限定承認という制度もありま丸 )

議  「相続放棄Jをするためには、本来は相続が発生したことを知つたと―き (死亡の事実を知つ

た時なDんも 3カ現以内に   lIF~fで手続きを行うことが必要ですが、今回の大震災の被
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災者については、特別の法律により、11月 30日 までに手続きを行えばよいこととなりまし亀

警 お問い合わせ先 :法テラスサポー トダイヤル

0570-‐078374 鯛 から金 9目寺力ゝら21露寺 ± 9曜諏卜ら17日寺)

Q50 遺体が発見されていない場合でも、死亡届を提出できるの力t

◆ 東日本大震災で被災された方で、御遺体が発見されていない方につ旺 も、死亡届を市区町

村に提出できますLこの場合に|ま、次の書類をご用意くださし、

(1)届出人の申述書

(2)死亡したと考えられる方の被災状況を現認した者等の申述書

(3)在勤証明書又は在学証明書等、死亡したと考えられる方が東日本大震災の発生時|こ被災地域

にいたことを強く推測させる客観的資料

(4)死亡したと考えられる方の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書等

(5)僧侶等が葬儀をした旨の証明書等のその他参考になる書面

◆  市区町村の戸籍窓口で死亡届を受け付けてもらうためには、少なくとも(1)の書類を御用意

いただく必要がありますが、(2)から(5)までの書面についても、可能なllIり 、御用意くださ

し、

◆  なお、死亡届が受理 (戸籍に記載される)されると、相続が発生し、あらゆる法律関係を

整理・清算する必要が生じますので、死亡届を提出するに当たりましては、親族等関係者と

十分に御相談くださし、

◆  また、市区町村の窓口に死亡届を提出した場合でも、必ず受理されるとは限らず、死亡の

事実を認定できないと判断したときには、不受理 (戸籍に記載されない)となる場合もあり

ます。御不明な「像があるときは、各市区町村を管轄する法務局の戸籍課へおFH5い合わせくだ

さし、
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東京都内の国の行政機関

0ィ ロヽーフーク (公共職業安榊

,電話番号|:

ハローワーク飯田橋 03-3812T8609 文京国後楽1瑚-20

ハローワーク上野 03-3847-8609 台東区東上野←1-2

ハローワーク混ジ||

03-3588T8609 港区ん特特-2-21

ノトローワーク尉 ||

(副 |1后舎 )

03-3450-8609 港区港南卜5-12品メ||エヌ・滲―・エスゆレ

ハローワーク大森 03-5493-8609 大田区場剰 L4-16-・
-7

ハローワーク渋谷 03-3476‐8609 渋谷区神南1-3巧

ハローワーク新宿

(

03-3200--8609 新宿区   鸞-42-10

ハローワーク新宿

(1ヨE「辛,11lLi「lFlll))

03-5325-9593 新宿区西新宿1-4‐-1新宿エルタワー謗残3階

ハローワーク池袋

)

03--3987-8609 豊島    -5-13

ハローワーク池袋

け ンシャイン庁舎)

03-5911‐-8609 豊島区東池袋卜1-1サンシャイン60ビル3階

ハローワーク王子 03-5390-8609 ゴL       l-17

ハロ∵ワーク足立 03-3870-8609 腫 区千住1-4--1

ハローワーク墨田 03-5669T8609 墨田困萄締離-19-12

ハローワーク本場 03-3643T8609 れ二月護      -13-19

ハローワーク八王子 042-648-8609 八王子市子安町l-13-1

ハローワーク劇 || 042-525T8609 立ブ1購魂神n■-21

ハローワーク青梅 0428-24-8609 -12-16

ハローワークニ鷹 0422-47-8609 15-18

ハロ∵ワーク町圏 042-732・8609 町田1協解駒電辟-14

ハロ∵ワーク府中 042-336T8609 府中i琵却騨鴨-3-1
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○ 労働相談コーナー 筋潮選準監督!謝

臨 鰐 師

東京労働局

総舒騨嚇目談コーJ――
03-3512-1608 獣 田区罰帳知莉1--2-1

有楽町総合労働相談コーナー 03-5288-8500 獄 田区冶隣寧職T10… 1

耕徹輔鮮減欄鵬談コー■― 03-5366-1191 渋谷区千駄ヶ篠 毯7‐
-7

中央総合労働相談コヽ一ナー 03--5803-7381 文京区後楽1-9■0

型聯畿鵠群嚇目談コ
ー

03-3828-6711 台東区池ノ端1-2-22

三田総合労働相談コーナー 03-3452-5473 親塞脚 -35-1

品川総合労働相談コーナー 03-3443-5742 轟 |1区止大崎卜13・
-26

大田総合労働相談意―ナー 03-3732-0174 大田区蒲田5--40-3

目談コー■― 03-3780-6527 熔 麟 輔 1-3-5

新鵬 馴 談コ
ー

03-3861-3949 新宿    7--5域 5

池密鶴鋸群財目談コ
ー

03-3971-1257 豊島区池袋←30-20

王子総合労働相談コーナー 03-3902-6003 ゴヒ開 可2-8-5

足立総合労働相談コーナー 03-3882-1187 駐 区     1

向島総合労働相談コーナー 03-3614-4141 墨田区東向島←33--13

亀司階鋸群餅目談コー‐ 03-3685-5121 江東   -1卜 1

鬱 )|1    目談平
一

03-3675-2125 薄 可|1臨鍛 -4-―H

八王子総合労働相談コーナー 0426-亀-5296 八王子市明ネ岬鴨-8-10

劇 1鵬沿労働相談コーナー 042-523T4471
=二

月1薗覇町←1-18

目談コ
ー

0428-22‐―・0285 -6-2

談コ
ー

0422-48-1161 得 -2-11

町田;階舘群財目談コ
ー

042-724-6881 町田1鶴鮮職T28-14
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0年春 尋 斬

イ1:| 「: 〔 【it::1:1:::i:サ i;I:illi:

載 田奪4塞覇獅訴 03-3265-4381 載 田区I燿靭戯2

中 03-3543二1411 中央鴎脚敷Ч3-8

斤 03-540173211 港区劇脚晩-10-14

03-5285-8611 来汗壕彗        -12-1

03-3312-1511 杉並区高円寺南卜54-9

中 03-3380-6111 中野区申野トケ25

03-3824■2511 台東区池之端1罐-18

03-3945-1141 鯨 圏 覇 1+15

墨田 03-3631-3111 墨田区却 1博-8-12

03-3683-1231 江東区亀戸卜16埒

荘I」≡り|14平ヒ金妥華菱移萄弓斤 03-3652-5106 藤 |ゝ1区中央卜4-24

口郡IF臓金嘩曜新芳 03-3494-7831 尉 ||   -1-5

大田 03-3733-4141 大田区蒲田4-25-2

03-3462-1241 浴 藩 輔 1… 12-1

目鼻華程金毒疑新万 03-3770-6421 目黒区上回f難-12-4

世田 03-3429-0111 世田谷区世田谷1-30-12

03-3988-6011 豊島    -17-2

ゴ         庁 03-3905-1011 ゴヒ甦 可揉 1-1-10

03-3962-1481 板橋困園離-47-4

練議 金 義 新 03-3904-5491 練尋因群好詢レ27-37

03-3604-0111 足立   -17-9

デ竜メ|| 03-3800-9151 荒川区蒋彩福-11■

03-3695-2181 難 情陸聖童ン面B-7∵3

りヽ||`竿途餐薪新斉 042-523-0352 三二月1市鵡観 -12-10

0428-31-2356 -3二 1

ノヽ 042-626-3511 ノtI~Efr―  T4-1

0422-56-1411 翻    ゴヒn4--12-18

府中 042■361-1011 府申市府中町2-12罐
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○

欝 麟 号■ |

03-3221-6011 司P十 田ヽ陸ニナL霧聖属薄1-1-15

神田税務署 03-3294-4811 ヽ
報 田四申ELE鋼識欝…3

日珂琳喬桜躍群酔 03-3663-8451 中央区日本橋堀留睡 ■r_9

03-3552-1151 中央   -6--1

03-3455-0551 港囲騨 2-8-1

03-3403-0591 義塞巨亙7璽冴筆ズ富3-3-5

ロリ1目誹t菱発声署繁 03-3443-4171 港区論 ―‐13-22

四 03-3359-4451 離 匿 群 躙 4

03-3362-7151 塞鐸曜彗圏 ヒ華澤擁彗1-19-3

/J蠣}1疑見務霧署 03T3811-1141 文京区春日1-4-5

03-3811-3171 がこ万嵩巨王
=野

ナヤ2-16T27

棘 03-3821-9001 台東区池之端卜2-22

03-3862-7111 台東区蔵前2-8-12

03-3623-5171 墨田区業平1-7域

向島税務署 03-3614-5231 墨田区東向島2-7-14

03-3633-6211 菫
=J証

      -16-12

03-3685-6311 江東区亀戸卜17-8

03-3783-5371 品川区中延1-l-5

目栞郵緩攀書 03-3711-6251 目黒区中国黒計27-16

03-3755-2111 大田EXI申央7--4-18

03-3726-4521 大田1測黎詢城碁黎■2

蒲田税務署 03-3732二5151 大田区蒲圏本町ン1-22

世田 03二3421-5121 世田谷区静幽毘2-14

ゴ 03-3322-3271 世田谷園闘椰-13-10

ヨEメ |1鵬 03-3700-4131 世田谷区到 1臓-1-7

03-3463-9181 渋谷図宇田川町1-10

中 03二3387-8111 中野区中野歩9-15

03-3313-1131 杉並区成田X4-15--8

03-3392-1111 杉並   -19-14

豊 03二3984-2171 豊島区西池袋卜33-22

03-3913-6211 北   -22-15

23



師

鶏 |1麟 03-3893-0151 詢 |1区西日暮里トレ2

03-3962--4151 板橋区大山東町∬-1

練 03-3993-3111 練馬[瑚譴隧3-7

練鴨 03-3867-9711 練辱区軋輝贅7-31-35

足立税務署 03T3870-8911 足立区    滉

03-3840-1111 足立   …10-16

03-3691-0941 葛飾区立石卜31-6

江E戸り1目 03-3683-4281 口 ll区平井1-16-11

嗣 || 03-5658-9311 江
=戸

三月1困議間魃-3-13

ノt≡E「了考利通層委デ華肇 042-622-6291 八王子    -4‐ -9

コヽ||ガ級攀書 042-523-1181 劇 |1司言澤封本公椰丁2-26-12

0422-53-1311 -27-1

0428-22-3185 13-4

翻 中鵬 042-362-4711 府中市泰黎毘

町田税務署 042-728-7211 町田市中mB-3-6

日 042-585-5661 日野市万願寺卜36-・2

粛 す山躍 042-394-6811 東村山   -20-22
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東京都内区市嚇 の連絡先 け職 )

千代田区 OI}-3264‐ -2111 武 田区訥』覇諄1=2-1 中央区 03-3543-0211 中央遷窮覇霞-1-1

港区 03-3578-2111 醐 裁 整 溺 1-5-25 新宿区 03■3209-1111 離   n-4-1

文京区 03-3812-7111 鯨 睡覇素日1-1(}21 台東区 0卜5246-1111 頷 麒 」 駆 =5■

墨田区 03-5608-1111 墨田区離卦離43-20 江東区 03-3647-9111 瀬 幽 陽 Ⅲll-28

品川区 03-3777-1111 品川困却職-1-36 目黒区 03-3715-1111 目黒謝区
=ヒ

目蕪彗-19-15

大田区 03-5744-1111 大田区蒲FI15-1卜 14 世田谷区 03-5432-1111 世関谷区世田谷4-21-27

渋谷区 03-3463-1211 減搾沌群書田メ|1陶1-1 中野区 03-3389-1111 中駆 中い 1

杉並区 03-3312-2111 杉並国阿性谷南1二15-1 豊島区 03-3981-1111 豊島区東池袋l-18-1

llヒ区 0373908--1111 北区王子柳 -15-22 荒∫|1区 03‐3802-3111 剤 |1区鶏 |卜2-3

板橋区 03-3964-1111 稀 極玉コリ更右薦整}一G【トー1 練馬区 03-3993-1111 練専I理藝覇[卜12-1

足立区 03-3880--5111 足立区中央本町卜17-1 枷 区 03-3695-1111 瑳議譲常DE五五Z55-13-1

江戸メ|1区 03-3652-1151 江戸川区中央卜4-1 八王子市 042-626-3111 ノてヨi子青市百電ヨ肖猥pttB卜24-1

立川市 042-523-2111 劇 |1寸興睡 156-9 武蔵野市 0422-51-5131 -2■28

櫛 0422-45-1151 1-1-1 諦 0428-22-1111 -11-1

府中市 042-364-4111 府申毎押到隧-24 昭島市 042-544‐5111 昭島市田中町1-17-1

赫 042-481--7111 続 Fゝ 印ヽ レ 詐 1 町国市 042-722-3111 簡丁田市群咽n―m-23

小金井市 042-38371111 小金摘市響鴨吊-3 ノ1平市 042-341-1211 だ運平吋シJり |1町厖卜1333

日嚇 042-585-1111 日翼予講嘴吋調嘱1-12-1 東村山市 042-393-5111 蔚 抽 静 山 12■

国分寺市 042-325-0111 剛 簿 静 倉1-6-1 国立市 042-576-2111 国立市富士見包 4卜 1

福生市 042-551-1511 ざ願 打 03-3430-1111

`白

たI司に不山 -1‐-5

042-563-2111 東大和市中央卜鴨0 鰤 042‐-492-5111 師 蜘

東久留米市 042-470「7777 ■-1 武蔵村山市 042-565-1111 薇弐洋蒙本寸l彗榊 -1-1

獅 042-375-8111 多騎劇勤葛卜12-1 続 042-378■ 2111 111

可琳姉 042-555-1111 羽村市緑ヶ丘トト1 あきる野市 042‐558-1111 あきる動歳専黎50

042-464-1311 西凍涼講辞孤陽う-13 脚 042-557-0501 ケ脚

目の出町 042-597-0511 日の田町大宇平井野80 醸 f 042-598-1011 な彗属諄卜阿諄7-1

申 r 0428-83-2111 1稔1‖ 大島町 04992-2-1443 ブて議都ミ麗責」町■-1-14

禾J磨弊す 靱

"20-0011
利齢 盤48 新島村 0499卜5-0240 新麟 鐵 颯-1-1

袖津瀞 寸 04992‐8-0011 飾 寸 04〔狩4・もく冷81 掛 部鄭 7

御職島村 04994‐-8-2121 躙 檸 知 軸 状 ノヽリヒ田丁 049〕6-2・1121 ノ    階 1

青ヶ島村 049960-0111 青ヶ!謡搬罐地 ノJ｀奎劉専味bl 04998-2-3111 /1電鶴霧轄校 磨肇打藤群丁
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参考 1:福島県の相談窓口

書
ll1  024-521-2101

口  0120-510-186

090--8424-007、  4208

医 療 ll■ 関 に 関 す る相 談 024-521-7221(県庁西庁舎 7階 )

疾 病 に 関 す る 相 談 024‐
・-521-7881(  〃  )

医 薬 品 に 関 す る 相 談 024-521-7232(  〃  )
障がい福祉 に関す る相談 024-521‐-7170(   〃   )
高齢福祉施設に関する相談 024-521-7164(   〃   )
介 護 保 険 に 関 す る相 談 024-521-7745(  〃  )
国民健康保険に関する相談 024-521-7203(   〃   )
教 育 に 関 す る 相 談 024-523-1710、 1720(福島市立福島第一小調闘

経営 `労働相談の総合受付 080-2807-7017(コ ラッセふくしま2帥

経 営 に 関 す る 相 談 02ケ525-4039(  〃  )
金 融 lこ 関 す る 本目談 024-525-4019(   〃   )
労 働 に 関 す る 相 談 024-525-2510(  〃  )

0120-610-415(  〃  )
就 職 に 関 す る 相 談 024-525-0047(  〃  )
県 税 に 関 す る 相 談 024-521-7728(県 庁西庁舎 3階 )

消 費 に 関 す る 相 談 024-521-0999(自 治会館 1階 )

・
一 般 廃 棄 物 、 し尿 処 理 024-521-7249

産業廃棄物、不法投棄対策 024-521-7264

農林水産業 に関す る相 談 024-521-7319(県庁西庁舎 5階 )

土 木 施 設 に 関 す る相 談 024-521-7869(県庁本庁舎 1階 )

放 射 線 に 関 す る 相 談 024-521-8127

避難所入所者情報センター 024-521-5543、 5544

住宅 (公営、民間借上)に関する相談 024-521-7698, 7867

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 024-522-6M0

参考2:役場が移転している福島県内の市町村の窓口

広野町 0246-43-1330、 1331 1mKいわき工場内欄

0242-56-2155、  2156 (1会詳華夢亀憂讐鴫レ軽班耶だ爵舎→

富岡町 024-946-3379、 3380、 8813、 8815(ビ ッグパ レッ トふ くしま)

川内村 024-946-8828、 3375、 3378、 3382、 3383(   ″   )
大熊町 0242-26二 3844(会津若松市追手町第

0480-73-6880(埼玉県加須市 l日 県立騎西高)

浪江町 0243+46-4731γ 4735(二本松市役所東和支所 )

0243-46-4736ハ V4739 ( 〃          )

葛尾村 0242-83■2651、 2653(会津坂下町り|1西公民館)

前 隔 市 例塙国 0244-24-5790響湘 ′剛 毅 酢 麟 舎

0244-24-5792 (

0244-24-5797 (

艤 福        導城んた「平成23年度福島瓢
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